
 

●行動計画 
 

１ 計画期間 平成２４年４月１日～平成２７年９月３０日 
 

２ 行動計画の内容 

① 妊娠中・育児休業中の社員に対する相談窓口を設置する。 

② 所定外労働の免除制度を法定以上に改定する。 

③ 所定外労働を削減するためノー残業デーを設定し、実施する。 

④ 年次有給休暇の半日単位での取得を可能とする制度を導入し、取得促進を図

る。 

 

●取組結果 
 

① 社員にアンケートを実施し、その結果、総務部門に相談窓口を設置した。 

② 所定外労働の免除制度を改定し、４歳に満たない子を養育する社員が利用で

きるようにした。 

③ 自己啓発デー（ノー残業デー）を週に１日実施することとした。 

④ 就業規則を改定し、年次有給休暇の半日単位取得制度を導入した。 

⑤ 計画期間中、出産した女性１名が育児休業を取得した。 

⑥ 計画期間中、男性 1名が育児休業を取得した。 

株式会社 ソリマチ技研 

子育てサポート企業として認定 

―次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」マークを取得－ 

 

 

株式会社 ソリマチ技研 

所 在 地：長岡市 

事業内容：情報サービス業 

労働者数：約７０人 



 

 

 

 

 

 

 平成２８年４月２８日、新潟労働局において「くるみん認定通知書交付式」を

行いました。 

 

＜交付式の様子＞ 

 

 

くるみん認定通知書交付式 


